
社会福祉における倫理の成文化

一規範としての倫:fIH綱領の批判的検討・……

1 はじ め に

近年、様々な職業において、その{耐用が!日j し、 I~{

されてきたなか、社会制十11:の飢域で、は、かつての

ソーシャルワ…カーの倫理梢1itUが改訂された

の孝子受けて、内1:全長II;fIl:t~の給郊繊~f 1 (以下、

人日本

ソーシャ

ルワーカーの倫:flft綱領 iの改，H京における「ソー

シャルワ…カ…Jという tiiiを「社会十IMII:I~J と .Î先

み梓えたのに加えて、社会科i¥'tIJ:L会51n'1に「社会

以 l、¥「行助組範J)を

き、

および

をもっ(l

そして、「利JtJfí' に対-する倫:fll~ 点任J、「実践現場

における倫.fltttr1川、円1:会にあIする倫理古任」お

よび「専門職としての倫.fIHj.'di:Jの件パートから

くりまた、以上に辻、

をノJ~ したものとして、 1 1.

1， II .実践羽場における能滞。汽任j、1m
社会に討する倫朗氏1i:Jおよび N. 専門職とし

ての倫:f'H1~'H:J から成る「行政j規範 l がfドうけ

「倫:f'TI桝firuは、そのWT.託J?において、第-に、「会

1:の論t型車両 ~rí にあげられた

γ ム
、幡、.l.~

した社会悩仕上を会見として

lほめていくという子}llfiを定め、 f会uの，IlEとして

倫則綱似の遊守を1¥/:置づけているJとの構|ヌ|がぶ

されるい

本符としては、 L.lGのよう

と島民主主 i を一働つ

大 野 長i 故

かつ、期解してゆきたいと考えて

いるが、ヌド右前立、ぞれに向けた前提的な{乍業とし

て、専門職綱領としての「倫理綱飢」の同定{立を

試みるとともに、胤範としての「倫瑚桝斜Jの実

の義務を鰐にとりつ

るものであるわなお、こう

じて、態的存

2 専門職と倫盟綱領

社会ttiItll:士会の編集による「倫.fltt綱領Jの!払泣

i!?は、およそ{会期糊飢と専門職との関係を「切っ

鎖とは i左門

さすがに、ここまで'JU，tiJ{は向くないものの、

これ以外にも、「倫理綱領は専門職にとって不uf

欠なものJヘ「近年の議論では、専門職愉JIftを持

たないtrsr刊は専門職とはn予べない、ということさ

えもいわれるようになってきている円、「専門

としてそれぞれ独白の

るとしミうことは、

おいても、その専門職が社会的に/武えまされるため

の必須条件のひとつといってよいなどとする

例もあるけ

社会制祉、とりわけ社会予Mtl~:士との関連で、こ

うした幾分117j揚気味の }<.J)Lに巡り会うと、去IJっ

て、やや皮肉に、「あらゆる職業態出が、 n分た

ちの利誌や立思決定を社会全体のなかで反映させ

し、

また党ぶしてもいる?[[的

は、 11行動の綱領iの布無は、

ける梨件としては希薄になってきているとも.Iえ

るJIいとの論述を忠い起こさずにはいられないの

だが、ぞれはともかく、

いても、なに定ましか、
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として受け止められていなくもなさ 白の責任・義務が鈎突する場合も少なくなJく、

を理解するた

く、ブロブょに

とい

アカウンタピワテ

入れて与察する必し、その場合、次のようにHfずされることに

立を払わねばなるまいりすなわち、「綱領作成に

あたり、専門職の純験に裏打ちされた集問内の充

分な討議を経たうえでの、いわば熟成された倫理

綱領であってはじめて現実的な統制内容になると

考えられ、:当該集付!の集団としての成熟が倫理綱

領の貿を保障するといってよいと忠われるjな

である

関しても、知ー上のよう

liiJじ

を職能団体が掠択するということは、

として専門職の望ましい行動指錠の誌となるもの

を定め、手IJm~'や外部の関係凶体に IY)'l~するとい

うこと」だという自覚のド、次のように述べる。

すなわち、一つには、「倫理綱領Jに基づく行動

より社会側祉.1:に行動上の義務と責任を識

し、望ましい態度による実践を求めることで利用

っ一一.
には、帯i々

用者支按をしていれば、

対抗し伴ることに

を有することそのことによってというよりも、

「備理桝領jや「行動視範jに基づいて行動し

まさに、「義務と責任jを来たして(果たし得て)

て、三'l~fllIiに似し仰るということであろうかり

また、総長誌編制だけで利Jtj者擁護の機能は l'分で

ら、社会福祉上会として「会員へ

るシステムJを作り、苦情受け

をもっ協理委以会を

持ってきたともい
:'!.I()) 
ノ 0

ところで、以 t..，土、

のではなかろうか。いわく、「法曹協調は、

の役割倫照であり、市民-般の道徳とは異なり、

としての通常の責任・義務とj去曹としての独

も「子議の役割倫瑚Jと拠え、プロフェッション

としての役割論や職六品の矧}~~:から、あらためて

J5J察し直してみたらどうなるだろうか口

という辺りに関しては、まずは、「プロフエツ

ションとは、学識(科学また

Hけられ、それ白

を、特殊な

をおこない、ょっ

体の利主主のために尽す職業であるJ1:幻という

が引かれようひそれとともに、かの Greenwood

による、「専門職業をJI，W門的な職業と iメ:別する

共通の特質」としての、「理論の体系的実体J、「専
門的権威J、「ゴミュニテイの本認J、「出制的な倫

および「専門的文化JJ:l)もしばしば計及

11押し的に、

な

という目的

。)6
として掃討Bされるといわれる

ところが、分者?的なこれらの所説が存する

で、どういうわけか、「倫理綱領」を布するが放

に専門職である(はずの)社会福祉 1:を白しよ礼賛

して，1-，まない、先のような論調が布:するり思う

に、それは、次のような論理としてi浮き出された

のかもしれないひすなわち、“およそ専門職は倫

に加えられてか;るべきで

ある"とのシンプルな論期だと事梓は見るが、そ

う見るのは皮肉に過ぎるだろうかりもとより、さ

しあたって、本稿では、社会制祉士が専門職で、あ

……ワ……
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るか肖かを問うつもりはなく、 r'.d己にはこれ以上

拘るものではないのとはいえ、倫JIH*I司領をイjして

いることがゴールになるとは到成考えられず、む

しろ、{命瑚縞iKiを右しているところからくる

ざとでもいうべきものがいかに捉えられてい

るかに論及したいし、また、そうすることがいわ

ゆる締の 役 割 論 理Jとしての任会福社上の縮

号察には不可欠なようにも考えられる。

そうしたなかで、本杭のここでの関心によく応

え伴るであろう、次のようなは解にけがとまろうの

すなわち、相談援助専門職の業務そのものについ

て、それはげIJJ打者の生活全般にかかわることが

め、常に反括主上的な行為になる危険性を

んでいるといわざるをえないJといい、また、相

談按助専門職は、「幅十11:サーピスについての専門

的支1Ii1i&と権限によって、サーピスのありょうをさ

まざまなかたちで操作できる立場にあ」り、

本的に;文記者性を内夜させた存紅であるといえ

るjと るひそして、こ

を踏みにじるというあ

も存するという状況の下で、

相談援助専門職のあり万に関して、「今ほとY与い

倫理観や人権意識が強く求められている時代はな

いといえるかもしれないJI日と結ぶり思うに、

門職は倫月!綱領を有しているとしても、そこから

直ち仁、{詣京~桝鋲を有していれば専門職だと

にIiえるかは不確かではあるところ、たとえネガ

テイブな事態を考屈に入れざるを仰ないとして

も、そうで、あれば却って、{命瑚観や倫瑚綱領が強

く求められる瑚山のt宋求がより強く必療になって

くるのではなかろうかの

また、この論;長L:Lおよ

されるの誌、

さと、ぞれらが使用される

よる、ともいうのすなわち、特別な教育と訓練に

より向!支な知識と技術を身につけている専門職

は、それらの知識や技術を必裂とする多数の人間

に対して、ぞれらをいかようにでも使うことがで

きる o {，反に;忍用したとしても、〔手

;こi土、 こってしEる

のかさえ環解できない可能骨片まあるのさらに、人

間を相手にする専門職辻、多くが助けを必安とし

ている人、専門職より弱い立場にある人を対象と

3 

しており、「このような状況下では、申門

技術を使って、あるいはIf{接的には全く能わずと

も、専門職であるというだけで、人を利用したり

けたりすることも可能jであり、{ここに、

しなければならない理

とも述べる。

よる高度な知識や技術の宵

得といえば、先に引用したブ口フェッションの定

義においても指摘されたところではある

そうした知識や技術を身につけた専

における非専門的な人々のj犬j兄はといえば、まさ

しく、(クライヱント以理論的背景の要件を欠い

ているため、)1専門的な関誌では、専門家がクラ

イエントにとって何が蕎く、{可が思いかを指示す

るが、クライエントは選択をせず、専門的な判定

に同志するだけであるJIRl状況と取なり合う。先

の論者が挙げるようなネガテイ

しばしば存するのかどうか、また、それを

にして、かの論者の所論は、 上

るように、多くの人々によって

よく d及される前述の定義や認識と決して懸け離

れたものでないばかりか、むしろ、それらをよく

踏まえているようにさえ思えるりただ、惜しむら

くは、論及がそこに i上まっている感のあることで

あり、後に記す通り、若 rの補足を要しよう

したよう iこ、

間の尊厳J等 5項nから成る「価値と原則」の市

があり、さらに、これには、「利)打者に対する倫

埋武任」、「実践現場における倫珂武任ム

対する

ては、例えt!、「ソーシャルワ…カーが専門職と

して、誤った判断や行動をとることを防ぐことj、

「ソーシャルワーク専門家として望ましい価伯判

断や行動を促進する意義」、ソ…シャルワーク実

践において古かれるべき 11i副院の m一貫性を担保す

るjこと、f白ら

カウンタゼワティ〉を来たす立任jのほか、

におけるソーシャルワーカーの不安の軒減である

とか、部門職としての日覚、事門職としての官lIi航

や与えん耐の社会への碑発、果ては、「事ド刊故とし
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まで挙げら の活動は、そもそも社会にとって公共の利益をn
の構成 的としたものであることが求められるムすなわ

の?Ii併と などの関係に

おいて、基本的に、専らソーシャルワーカー(あ

るい誌社会脳相1:1:) にとっての問題としてしか展

開されていないような印象を拭い去れない。日Ihj

すれば、専門職の主1111裁や技術に関する自らの洞察

や掘り

ャルワ」カ

といった点も 1-分とはバえまいく》そうした視点を

そのような考察を欠いたとして、

といったことを椋轄するだけなら行易では

あろうが、「人1mの尊議j等の「幅値と原則Jに

しても、 1ilJ故ぞれらが掲げられることになったの

かはよく説明できなくもなるであろうの 重要だか

ら母裂なのだ、では説明にならないの

というわけで、ここでは、若 iこの補足が必要に

はなろうのそこで¥ 訓 }jにおいて、専門職の倫瑚

綱領が求められる舟[IJJを専門職に求められる

との関係で拠え

棋が特殊で、社会に与える影響も柑めて大きいとこ

ろから、専門職には、特に専

一11iJ 1:が相互に行動を監督し

うことがi義務づけられ、

の専門的知識やJ支持立の扱いの -ft性を{呆託するた

めの「行動の規範 (Codeof Conducりなどが求

められる作そして、その際、

するとしての役11も来たすJ20) といわ

れるりこれは、まさに、高度に専門的

において、初々の弁護 iてが依頼者との関誌で傾越

的地位にあるにもかかわら

いて、

として拡視することを目的とし、それにより鰐々

の弁護 1:の非行が弁護 1:界全体のJ悪評や現実のプ

ロフェッション意識低ドへと拡大することを凶避

し、弁護 f:界がや:受している自治・白作の

を維持するために必要なものjどいとして掛かれる

ところと通出し合おう

{出方、

されるが、そうだからこそ、「

4 

ち、日ョ専門職Jにおける「愛他的なサーピスj、

な精神jという聞の特徴が

ブロフェッションの共通の条件として、

な学識に長{すけられた専門的技龍を、特殊

な教育・訓練によって身につけていることJおよ

び「資時1，Jう・教育訓練・規律保持などの権限と

をもっ自律的な

で、 fその職務が、

れたサービスを提f共するという、

ることJ~:れを挙げることに、一定の根拠を捉fiEす

るであろうひそして、なかでも、明職者、

といった伝統的ブロフェッションは、(い

も、人々が人生の危機にi直1Mしたときに接す

るという仕事で、あり、ブうイベートな事例を扱う

が、パブリックなlyjに繋がるという要素を

るi践業であること)~ 

かくして、

門技能の練磨・

ていることから、専門職は専門職として社会の信

頼と尊敬をかち得ているといわれるのそして、こ

のような内部規律 =J設業稿用は、 fì与なる i斗 ì~iI)制

作:ではなく、ブ口ブエツション

るための条計二であり、社会によっ

でもあるjともいわれるこぶ

ところで、咋]IfJ職集出とかくいう円1:会jとの

関係は、必ずしも一筋縄ではいかないところがあ

ろう。すなわち、専門職が専門的であるというこ

とは、と与もなおさず、「他の人にはできないこ

とがマきるということ jであって、そのこと辻、

れ以外の職棋の人間や社会が、その専門職の

職務内科や職務遂行の是非に関してド捗しねるだ

けの能}Jを鍛えてはいない、ということ」にほか

ならない〈υ) ぞれi欣i吹次仏、 ;専専i門詩勺j報にiはま 11'111干干芋r判1そト叶!:'I'↑性1¥ド1ゾf
わる (ω〉 しカか、し、そのド際祭、

r'1i.し己ユ!:品.t指H示f杓性!主:ゴJtはま、 専門職~

として先述のような1'1

出としてあらわれるだけでなく、これと

もする。それこそ、

これまでみてきたような向い水準の

務Jと引き芥えに、逆に十一1:会からの



弘前";:11右大学十1:会制祉学部研究紀要 第 10~} (2010{f) 

を取り付け、メンバーの既得権誌を擁護するため

の『白己裁泣権』を獲得しようと企てている、と

いう格好になるJといわれる口つまり、ここにお

いては、専門職集同と社会との間で、 Ir向い倫瑚

't'l:Jと[白作↑tJとの〈取り引き〉の関係があIiば

れているJ出)とみられる。

3 規範としての倫理綱領

一一社会福祉士及び介護福祉士法

第46条と「倫理綱領」一一

専門職綱領が、 41川職が如上のようにして自律

性を子に入れるについての根拠としてJtjv、られる

ためには、以卜のような特徴を備えていなければ

ならないといわれるりそれらは、第一に、綱領が

規制的なものでなければならず、第;に、綱領は

公共の利誌を保護するとともに、「その専門職の

サービスを受け入れる人々の不IJ前を保漉するもの

でなければならなLリという口第二に、綱領はVi

L，ql心的なものであってはならず、第|珂に、具体

n0かっ誠'だなものでなければならない。そして、

第五に、強ilJlJ)Jを持ち、かつ実際にその効力が発

附されるものでなければならなV，271、とされるり

ここでは、社会制十11:1:の「倫瑚綱領Jを上記の

第:の特徴、とりわけ、「その専門職のサービス

を受け入れる人々の利益を保護するものでなけれ

ばならなLリということに関わらせて、若 rの考

察を試みようと思う。(なお、第二の特徴は、こ

れに続けて、「もし専門職に白律性を与えたこと

が A般の人々の利益につながらないのであれば、

この特権ははく奪されるべきであるJともし寸。)

ところで、社会編十11:1:の「倫周!綱領」をざっと

は渡したとき、そのすべての項目が「その専門職

のサービスを受け入れる人々の利益を保護する」

ことに I~ff実関係しているというわけでもなさそう

である。それにもかかわらず、敢えて項目を一つ

選ぶとすれば、「倫.flll~i~iJ の I I.和l川者に対

する倫理点任Jの 18. (秘情の保持)J辺りが適

吋かもしれなv'oというのも、この項目の遵守が

「サービスを'乏け人れる人々の利伯Jの保護に [1¥

接関係していることは Iiを侠たないが、それ以外

にも、他の専門職の倫用綱領にも IriJ様の規定が多

く盛り込まれ、その立|味で、比較検討の素材とし

ても好適であることは見逃せないからである。ち
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なみに、社会制祉 1:の「倫理綱領」では、次のよ

うに規定される口すなわち、「社会福祉 1:は、利

川15'や関係者から情報を得る場合、業務上必要な

範|刑にとどめ、その秘怖を保持する u 秘情の保持

は、業務を退いた後も IliJ様とする口」とされる口(な

お、ここにおいて、卜j己の項けのみ取り 1'.げるが、

そのことは、出来の瓜目だけで日己完結すると考え

るものではない口上記の耳01に|恨っても、例えば、

少なくとも、「倫理基準」の Iの 17. (プライバ

シーの尊重)Jゃ 19. (記録の開示)J、110. (情

報の共有)Jとは柏t抜に関連し合うとは与えられ

るJ

さて、そこで、「倫理綱領」における前出 1-8 

「砲、慌の保持Jがどのように解説されているかを

みると、まず、「秘併の保持」は社会福祉士及び

介護福祉 ut(以ド、「十一上会十1~11上 l:itJ) 46条にあ

る「秘情保持義務」を具体化したものという内〉

また、社会福祉士は、知り得た秘併を「そのまま

日らの心のI!lにとどめておかなければならJず、

「これをとどめておきつづけることが社会福祉 1: 

としての重要な条件の--_....つにな」る。そして、

Ir利用者を支援する専門職として、現時点で必要

欠くべからざる情報は何なのかjを卜分に与えて

から、専門職として利JH者と 1[IJき介いましょう口」

と結ぶu なお、「倫理綱領」に付属する「行動規

範」において「秘慌の保持」は、より具体的

に、 18-l.社会福祉上は、業務の遂行にあた

り、必要以卜.の↑古報収集をしてはならない。」、

18 -2. 社会福祉 1:は、利用者の秘情に関して、

敏感かっ慎阜でなければならない。」、 18-3. 

社会柄十11:1:は、業務をはなれたH常'1:.活において

も、利用者の秘怖を保持しなければならないJ
さらには、 18-4. 十1:会福祉1・は、記録の保よ?

と廃棄について、利用者の秘怖が漏れないように

慎重に対-応しなければならないJ と敷約される。

以上からすれば、「社会福祉1:1.よ;J46条の「秘

情保持義務」を具体化したのが「倫理綱領」にお

ける If必需の保持」であると、 J是々が確信を抱く

には卜分であるかのな11く思われよう。しかし、そ

のように直裁に古い切れるものであるかどうか口

( 1) 1秘密の保持」における「秘密」

「十1:会福祉 u去J46条は、「十1:会而十l上1:又は介護
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制祉 tは、正当な理14-1がなく、その業務に関して

知り得た人の秘密をもらしてはならない。

;えは介護福祉 1:で、なくなった後においても、

とする。」と

の規定と らし合わせ

てみると、いくつか気付かされるのだが、その第

A は、内1:会福祉 l:法jで辻 fその業務に認して

支nり得た人の秘情jであるのに対して、

では手11刑者等から報Jを得る場合にそれを「業

務上必要な範開Jにとどめるべきとしたうえで、

「その秘密jを保持すべしとすることであるれこ

の}.'，(に付純して、ここにいう「その舵、官jと

なのだろうかJ業務上必要な範D~Jで得られたト|宵

をすべからく指すのか、はたまた、もっと限

定されるのか、秘

のカか、丙か、そもそも I~諮品密j とは誰によつてどの

ようにi決長せられることになるのか、等々にも

されようの

これらすべてに答え得るものでiまないが、似に、

ここにいう[務密jを、

る性廷のいわゆる[主観的意味の秘密jに

一般人の立場からみても秘際しておきたいと

考える性質のいわゆる「容観的意味の秘官」をも

指す仰と考えたとしても、だからといって、

務上必要な範同」で得られた子i育報Jのすべてが

合まれねばならなくはないであろう。また、「人」

の秘併はおろかあらゆる楠棋の が[秘術J
にjTまれねばならないともいえまいの結局、

理系|時iまりがいう「秘術Jが何に関する・どこまで

しろ、

っている、あるいはとろうとしているかの如く

ずる。おそらく、ここには、法と{命珂の関{系をい

るかという問題が伏tl:していると考えら

れるが、少なくとも、社会悩祉上の

そのものやそれをめぐる品論おに関しては、この

問題に隠する計覚はほとんど感じることができな

いように思えるの

この点、臨床心理士に関するものではあるが、

この間閣に関する F 一定の示唆を与える論考がある

ので、ここに詔介しておきたい。それは、人;立、
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次のように説くのすなわち、臨成心理 1:は白じの

所属する集i寸!の“職業除草H"をj義守すべきだが、

ぞれはあくまでも儲理 1-.の義務である

男"と“j去"は別物だから、“職業檎理"とは別に、

自らの業務遂行に必要な“法"をよく知り、従わ

i違法として法的氏任を追及され、その場合、

に従っていたかどうかは、}以期として法

断と関係がない30)、と述べるり

というべきかけ)、社会

が求める f秘密の保持jの

義務は、どうやら、「社会福祉行去」が求める

より対象を広めにとっている磁 fで、

つでも、

従って、法的責任を追放されないことがありそう

に思える。しかし、それは、また、

るであろうの

その問題の前提になるのは、例えば、「社会福

l:itJ上の庁長官保持義務Jに違iえしなくとも、

「倫理綱領jの「秘慌の保持jの義務港反がt{し

社会福祉 1:会の

少なくとも

ということであるむすなわち、

1:会は、その;ι次第12条に

1(1)本会の定款又は規則に違反したときJおよび

名誉を似つけ、えはH的に}えする

他Hで、 IE会此辻、入会に際して、

別綱領Jを遵守することを II1~ 

る規刑jに従って誓約してお持、また、

うして f論珂綱領Jの議守を汗約し

を以て会員としている。従って、会只が円高周綱

領Jに違反した行為をなせば、それは「倫J41.綱領J
の遵守を約した f人会規制Jの議!えを構成し、

いては、定款第12条i主反として除名処分に処せら

いともかぎらないのである心

かくして生ずる問題とは、かねて弁護…上倫理を

めぐって論じられてきたような、 Irl枠的な倫Jrrr

と強制的な法jという対¥'，:Ij(l式そのものにはかな

と組さ

る規範がえIIった道が、この問題に関

をよく点していようれそもそも、「弁護
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1 :倫理」は、1990年の LJ本弁護 1:述合会(11弁述)

の総会決議で定められたが、それ自体は「会WJJ

ではなかったが故に、仮に「弁護 r:倫理」への違

反があっても、それは、弁護 Ul~56条 1 JJiで懲戒

事山のーっとされる、弁護 L~tやpJrli品弁護上会・

H弁連会WJへの違反には'[iたらず、せいぜい、そ

の他職務の内外を|日lわず「その品位を失うべき非

行」という懲戒事It1にいう n品位を失うべき非

行』とされるべきか百かを判断する際の資料のひ

とつとなることがあろう J31) といった杭皮の扱い

であった口ところが、その後、司法制度改革の中

で、 2004年11月の日弁連臨時総会で新たに「弁護

1 :職務基本規程J32)が「会則Jとして制定され、「弁

護土倫瑚」は廃止されるに至った。ちなみに、全

134t82条から成る本規科は「基本的に懲戒につな

がる義務規定」と「弁護1:として職務を行うにあ

たってのJIH恕的なあり方や指針を示すにとどまる

努力規定」を合み、前者への違反のすべてが直ち

に懲戒の対象となるわけでこそないが、少なくと

も、「会日IJJ違反として処分の対象とはなり得る。

こうして、「弁護~:会が日 L的に定める職務行動

規準と懲戒処分との制度的連動性が認められるこ

とになったJω と評されるところとなった口

以上に照らすと、社会福祉 1:の「倫理綱領Jは、

とりあえず、専門職倫瑚が備えていなければなら

ないとされる 5つのうちの第五として先に紹介し

た、強制力を持ち、かっ実際にその効)Jが発揮さ

れるものでなければならない旨の特徴をも有する

ことにはなるであろう。しかし、だからといって、

l !'i律的な倫理と強制的な法」という対内司式 3~)

から臼出でいられるわけではなく、現実の社会福

祉士会の運'討においてある種の火種を残さないと

は断 Iiできまい。似し、社会福祉 1:の資格日体が

いわゆる業務独占ではないことからすれば、社会

福祉七会カか、らの除名もソ一シヤルワ一カ一として

の業務にi決た定的な打撃をワ与.えるものではない(職

業選J択尺の白山を侵古古:するものでで、もなL、サ) という乏

全弁は有存.するカか、もしれないが、このことはこのこ

とで、中.なる皮肉以上のものではあるだろうり

( 2) 1!E'[iな理rtlJによる秘情の開示

「社会福祉 1:1:去J46条の規定と「倫理綱領J1-

8 I秘密の保持」の規定をJ!自らし合わせて気付か
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されることの第二は、「正当な用山」に関する。

「社会福祉上-法J46条は、「正当な瑚由がなく、

その業務に関して知り待た人の秘怯tをj漏らしては

ならないj と規定するが、「倫理綱領」はこの種

の表現を一切有さず、むしろ、その解説書は、「匁|

り得た秘密をそのままれらの心の中にとどめてお

かなければなりませんJ35) とさえいう。また、「行

動規範J8 -4. は「社会福祉上・は、記録の保持

と廃棄について、利用者の秘恰tが漏れないように

慎重に対応しなければならなL、。」といい、それ

に関する解説書の記述は、記録を使用する際の落

とし火を指摘し、記録の保存と廃棄のシステム作

りと規定化について触れるなど、微に入り細を穿

イコ 36)。

それを基礎としてソーシャルワークが行われる

ところの「価値に基づいた社会福祉上が行うべき

理想的規準を定めた」ものが倫理綱領だったとし

ても、従って、その規定がある程度抽象的であっ

たとしても、「行動規範」等は「具体的状況にお

いて社会福祉士が従うべきルールや具体的な行動

をまとめたものJlわであるはずで、そこで何ら弓

反されていないということは、いかなる瑚山によ

ろうとも利用者等の「秘密」はとどめおかれた「心

の中Jから一切外部に出してはならないとでも考

えているか、さもなくば、全く考慮の対象としな

かったからではなかろうか口しかし、他方では、

守秘義務を巡ってもいわゆる「倫理的ジレンマ」

の生ずることは視野に入っている制のみならず、

1969年のアメリカのカリフオルニア大学病院での

いわゆる「タラソフケース」にも論及している39)。

但し、概して、歯切れの忠さがbJ \i~つようにも思

える。とはいえ、考えようによっては、「十一1:会福

祉 1:法Jに規定があるものだけに、「倫理綱領」、

あるいは、少なくとも、「行動規範」において何

らかの弓及があって然るべきところが、いかなる

理由によるかは不詳ながら、 111Jら日及されず、そ

の負債を支払わねばならないような格好で「倫理

的ジレンマ」に陥っているのではないかとさえみ

える。

この点に関して、 luJじく社会福祉の専門職たる

介護福祉士に関しては、 j去の規定と倫理綱領の問

に、よりすっきりとした関係が築かれているよう

にみえる。すなわち、法律としては社会福祉1:と
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同じf社会福祉 L及 1
1
1」法

と略しているが)46条が関係するの

1:会の倫理縞領によれば、

その 3. においてプライパシーの探護と銘打-ち、

1:辻、プライパシーを保護するため、

職務上知与得た例人の情報を守りますJ と

るりそして、

「社会福祉 1:法j

の関係についても、

に関わる義務を法的観点

から規定してし返るとしたうえで、 46~条が秘官保持

の義務を定めていることについて、「倫珂綱領に

定める内容は法的に保堕されるといえるJ40) と

IMjの緊滑な連慌を

は、「弁識

なく、依頼者について職務ト

を地にj漏らし、又は利用しではならな

と組定する口他ん¥弁護 1:法第23，条は、

議J:又は弁護士で、あった者は、その職務上知り作

た花、情を保持する権利を有し、義務を負う。 111

この限りで

ないのJと規定するりここにおいて、

23条にいう「正咋な朗自J があり、花、~Mの

WF される場合については、民事訴訟11~197 条 2

やJflJ事訴訟法105条1ftし古冬、 IIIJ法149条れし書き

など法律に ~IJ段の定めがある場合など 1U であるの

なお、これらの場合は ~iE，'j'や押収をJ七百で、きるこ

とのいわば例外としての開ぷなのだが、そもそも、

関しては、弁護 1:法23条の規定の通り、

秘械の保持は義務であるのみならず権利でもある

ことには、

ところで、

ろうり

の規定に

ねばならな

弁護 i二、;;:
られ、言E三や押収の.}I

り、さしされているのだが、

あたり、社会福祉 j:はおろ

ずれも挙げられてはいないの

よると、開家や社会の側が件職績をどうみている

のかということに大きく抜むしているのかもしれ

ないが、他方では、「協理主導fiiUをイiしているこ

とで満ち足りることなく、まさにここで取りマ1'.げ

たような点からも社会福祉をIHlい直す必裂がある

ようにも悲えてならないの

4 結びにかえて

ブロブェッション 見解が世間しては、

よくづいHされるひすなわち、プロブ _1二ツションの

{市民Hは、「プロブエツションに対して社会のいだ

く期待や袈求、不平や不満や苫情に対する、ブロ

ブエツションの側からする

ものであって、社会に対して

りたいj、iかくかくであるよう努かしたL寸とい

う、いわゆる売恕の山政像の表明という性質をも

っているのである。倫期以守るべき吋

るのではなく、社会が課す、という性質をもつの

である J4~) というの

i己で「用:恨の1'1我像」という場合の「白我{象J
は、それが、"1'1分で拙いたLl分の i!jf象"のi意味

だとすれば、f自11討if象」が適切だとは考えるのだが、

ともかく、

という

とはj患って、どのようなもの

あろうかとふと思うむたとえ i

し示すで

び、にすぎな

本稿を締め括るにあたって、こ

り、ささやかな感想を述べると、強弱な

のようにさえ受けlト.められる

1:の 11ft詰瑚桝鉛Jではあるが、本文でも

ように、抑えば、 f倫瑚綱領j

ころに関して、立外にも、

る期待と専門職として

し、

て米たると

にもたら

る認識は必ずしも広く共

ざるを得ないのまた、

は、「倫開綱領jが果たして能えるものな

のJSiUを取

を行ったが、円f:会主的1:1: YよJとの

をとっても、 1Mli'のHljで規範とし

::5!l{ I~l の fl 1li 11むを し過ぎてでもいるのか、十1:会

との時点であるはずの法規範との関係がはえづら

くな q ているようにも

いずれにしろ、 I1詩文jにおいて、

¥人1告と社会正義の}以瑚を出げ、社会のj悲

とも

一約一
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ではあるのだが、ぞれが単なる

日我の表明ではなく、身の丈を点す「自

った

なるためには、身に備わらない多くのJ葉を費や

すよりも、たとえ地味でも、 ーっ・つの斤葉を

実に使っていくことこそが求められるのではない

だろうかのそれこそ何よりも難しいことなのかも

しれないが口
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